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　2015 年 6 月に導入されたコーポレートガバナンス・コード
（以下、「本コード」）は、日本の上場企業の透明性とアカウン
タビリ ティー（説明責任）の向上へ向けた大きな一歩として歓
迎されました。この規範は、取締役会の独立性などのガバナン
スに関する問題にいくらか良い影響をもたらしているように見え
ますが、これはサステナビリティーとステークホルダー（利害
関係者）に関する課題の報告と事業への統合についても、同
様の影響を及ぼしているとは言えません。

　事業の運営に関連する環境・社会・ガバナンス（ESG）情
報の提供（企業のバリューチェーンを通した提供も含む）は、
株主や他のステークホルダーが企業の業績と投資可能性を評
価する際の重要な考慮事項です。そのような情報を意図的に伝
えなかったり、隠蔽したりすることは、企業が環境や社会に対
する有害な影響と繋がっていることが投資家には伝わらず、投
資家に不測の損失をもたらす可能性があります。1　そのような
影響は、企業が環境や人々に弊害をもたらすのみならず、ブラ
ンドの評判の損失、サプライヤー契約の取消し、サプライチェー
ンの破壊、操業の遅延、生産停止や法的措置などへ繋がる恐
れがあります。

　本コードの主要なサステナビリティーとステークホルダーに
関する規定は基本原則 2に、非財務情報の報告は、基本原則
3の下に定められています。日本の会社による本コードの遵守
状況を調べた最近の東京証券取引所（TSE）統合報告書によ
ると、企業の実に99%以上がこれらのサステナビリティーとス
テークホルダーに関する規則に完全に遵守していると自ら報告
しています 2。しかし、実際の精査ではそれが事実でないことが
明らかとなっています。

　レインフォレスト・アクション・ネットワーク(Rainforest 
Action Network ：RAN) は、そのサプライチェーン、売買部
門、金融サービスを通して熱帯林減少及び関連する社会的リス
クに繋がりがあることが知られている日本の大企業 10社による
本コードの報告書を調査しました。そして調査の結果、10社
すべてが報告書上で、ステークホルダーとの協力、サステナビ
リティーへの対応について、対応策を報告している一方で、対
応策の質が様々であり、一般的に、熱帯林を危険にさらす産
品と関係するESGリスクに必要な対策が取られていません。

　本レポートで判明した事実は以下の通りです。

すべての企業は、森林由来産品のサプライチェーンや金融取

引関係に関連し、高保護価値 (HCV) 林と高炭素蓄積林
(HCS)3 の破壊、地域社会との紛争などの重大なESGリス
クにさらされている。
本コードの報告書において、これらのESGリスクを十分に情
報開示していない。
常に見落とされてきたステークホルダーグループである影響
を受けた地域社会を適切に配慮した企業はなく、苦情処理メ
カニズムを提供した企業もない。
森林セクター企業である住友林業株式会社 ( 住友林業 )と
王子ホールディングス株式会社 ( 王子 )の 2社のみが、熱
帯林リスクを持つサプライチェーンに関連するセクター別ポリ
シーの実施状況についての進捗について、いくらかの情報は
報告している。
金融機関の中で唯一三井住友トラスト・ホールディングスは、
リスク管理の枠組や企業とのエンゲイジメントの一環として
ESG課題を明示的に検討し、報告した。
金融機関はいずれも、彼らが直面する顧客ベースのESGリ
スクに直面することに対処するための関連するセクター別の
公表された投融資方針を持っていない。

　本レポートで判明した事実から、多くの企業は本コードの下
での自社のサステナビリティーおよびステークホルダーに関する
義務の遵守実態を体系的に誤って報告しているか、何が意味
のあるサステナビリティー報告とステークホルダーのエンゲイジ
メントであるかについての理解が根本的に欠けているかのどちら
かであることがうかがわれます。 これは、コーポレートガバナン
ス・コード自体の落ち度ではありませんが、本コードと記載要
領の曖昧さが、この誤った報告を促してしまっています。特に、
検討すべきステークホルダーの範囲や、サステナビリティー課
題への対処において、どのような措置が「適切」なのか、そして、
どのような非財務情報が開示されるべきかが不明確です。（提
言をご覧ください。）
　その結果、現時点で、日本のコーポレートガバナンス・コー
ドによって、株主や他のステークホルダーグループが、日本企
業のサステナビリティー達成状況に関して十分納得することが
できるとは言えません。

　本調査で明らかにされた欠陥を是正するためには、本コード
のサステナビリティー、ステークホルダー報告義務や記載要領
を強化し、明確にする必要があります。また企業は、自社及び
より広範囲の事業運営に関連したサステナビリティーとステー
クホルダー問題の深刻さを理解し、それらに対処するための取
組みを早急に改善しなければなりません。

要約
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基本原則2：ステークホルダーとの適切な協力

　基本原則2では、「地域社会」の人々も含めた「ステークホル
ダーの権利と立場…を尊重する企業文化・風土の醸成…」の
重要性が触れられています。
 
尊重されるべき「権利」というものが一体どのようなものなの
かをさらに言及する必要があり、また国連のビジネスと人権
に関する指導原則、OECD 多国籍企業行動指針、ILO条約、
および先住民族の権利に関する国際連合宣言などの国際規
範や協定書で触れられている権利も含める必要があると考え
られます。 
「地域社会」の住人も含め、どのような人がステークホルダー
となるかの定義にあたっては、本コード において、ステークホ
ルダーとしての関係は、企業が行う事業活動および事業関係
の全体から定義されることを明確に位置付けるべきです。ま
た、当該企業がサプライチェーン関係や金融上のビジネス関
係にある他の企業が行う活動によって悪影響を受けるステー
クホルダーも含むべきでしょう。
ステークホルダーの権利尊重を確実にするために、本コード
は、企業に対して、関連する苦情・紛争・不和の解決メカニ
ズムへのアクセスを含めステークホルダーの関与の手順を詳
しく説明するよう奨励すべきでしょう。

原則2.3:社会・環境に関する問題をはじめとする
サステナビリティーの問題

　原則2.3では、企業に対して「社会・環境問題をはじめとす
るサステナビリティーを巡る課題について、適切な対応を行う」
ことが求められており、さらに補足原則2.3.1では、これらの事
項は「積極的・能動的に取り組む」べきであるとされています。

本コードでは、この「適切な対応」には一体どのような措置が
含まれるのかをさらに明らかにするべきでしょう。ベストプラ
クティスのESG手順およびフレームワークなどに言及し、企
業がグローバル報告イニシアチブ（GRI）のG4フレームワー
クに見られるような、自社の事業に関連するサステナビリ
ティー問題を特定し、評価し、さらに問題の対処へ向けて行
動を起こすことができるようにすることが望ましいでしょう。

本コードは、多くの企業が社会的責任について活動すること
の価値を認識した上で、企業が社会や環境に関する問題を自
己の中核的事業戦略、リスク管理、および悪影響に対する改
善策に取り込むことを明確に奨励すべきでしょう。
本コードは、熱帯林リスク産品を扱う事業を行っている企業
にも関係があります（他にももっと多くの企業に関連がありま
すが) 。「ESG問題に対して積極的・能動的な対策を行う」
ための基盤として価値実現のためのセクター固有のESG方針
およびコミットメントを企業が作り上げるよう促すようなもの
であるべきだと考えられます。

基本原則3：情報の開示

　基本原則3では、「リスク」を含めた「非財務情報」に関して、
情報を開示することを企業に求めており、このような非財務情
報の提供は「上場会社の外側にいて情報の非対称性の下にお
かれている…ステークホルダーと認識を共有し、その理解を得
るための有力な手段となり得るもの」であることが述べられてい
ます。

本コードの全体的なサステナビリティー目標および原則2.3と
一貫性を持って、企業の事業運営および広範なビジネス関係
での悪影響を特定し、その報告の一部としてESGリスクに関
連のある情報の包括的な開示を行うよう、本コードにおいて
明確に要請するべきでしょう。
本コードは、このような情報の提供が行われると、企業とス
テークホルダーとの関係や、株主のみならず影響を受けた地
域社会や市民社会グループを含む、その他のステークホル
ダーとのエンゲイジメントについての質と積極性がいかに改善
するのかを、企業が熟考し、説明するよう要請すべきでしょう。

金融庁への提言：本コードの改善
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セクション I-1コーポレートガバナンスおよびその
他の基本情報に関する基本的な考え

企業がどのように基本原則2、原則2.3、および基本原則3に
適合しているかについて報告することを企業に義務付けて下
さい。

セクション III-3 ステークホルダーの立場の尊重に
関わる取組み状況

ステークホルダーグループとなり得る存在として、地域コミュ
ニティと市民社会を含めて下さい。
ステークホルダーには企業の事業およびビジネス関係（当該
企業がサプライチェーン関係や金融上の関係にある企業の活
動も含む）によって影響を受ける人々が含まれることを明確に
して下さい。
記載要領を改善し、企業がESG情報を開示する報告書をす
べて報告し、URLによる参照を付け加えることを徹底させて
下さい。

セクション IV: 内部統制システムに関する問題

リスク管理報告の細目として、ESGリスク管理システムの詳細
を追加して下さい。

その他

ESGリスクに関する優先事項、目標、およびアクションプラン
の特定、評価、決定および更新を行うために使用した枠組の
考察と開示を追加して下さい。
企業に対し、リスク管理の重要な要素として自社のサステナ
ビリティー問題に関する情報を特定・開示し、またそれらに
対して取締役会がどのような行動を取り、それらを積極的か
つ能動的に対処するかについて報告することを義務づけて下
さい。

東京証券取引所への提言：報告の記載要領の強化
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基本原則2：ステークホルダーとの適切な協力

サプライチェーンや金融上の関係にある企業の活動によって
負の影響を受けるステークホルダーを含めステークホルダー
との関係は、企業の事業活動と関係事業の全範囲を通じて考
慮されるべきです。
先住民族や地域社会の慣習権と土地保有権に細心の注意を
払って、FPIC（自由意志による、事前の、十分な情報に基づ
く同意）に基づいて許可または拒否する権利を含め、すべて
のステークホルダーの権利を尊重し、守って下さい。
強制労働・児童労働のない、自由で公正な労働慣行の遵守
を明示して下さい。
関連事業のための社会的影響評価を実施し、ステークホル
ダーとの有意義な対話を可能にするための実施事項および評
価結果について十分な情報を開示して下さい。
外部のステークホルダーが、サプライチェーンや金融上の関
係に関するESGリスクや苦情を報告する枠組みを確立し、
オープンで、透明な、協議プロセスを通じて、すべての苦情や
紛争を解決することを約束して下さい。 

原則2.3: 社会・環境に関する問題をはじめとする
サステナビリティーの問題

熱帯林への悪影響の重大なリスクがある関連部門（直接事業
運営、サプライチェーンや金融上の関係も含めて）の方針を
作成し実施して下さい。その方針を公開し次のことを実施し
て下さい。
セクター特有の社会・環境への負の影響を説明する。
これらを防止しこれらに注意を向けさせるための最善の方法
について顧客やパートナーへ期待することの概要を述べる。
規則を遵守しないサプライヤーや顧客との取引停止のため
の基準を設け、明確な線引き水準を設定する。

事業が関連するすべての地域、国および国際法規を完全に遵
守していることを確認して下さい。
FPIC（自由意志による、事前の、十分な情報に基づく同意）
に基づいて許可または拒否を行う権利を含めて、先住民族や
地域社会の権利を完全に尊重し、守って事業を行うことを確
保して下さい。
自由で公正な労働慣行に完全に適合した事業とすることを確
保して下さい。
高保護価値(HCV)林・高炭素蓄積(HCS)林、泥炭地の破
壊や劣化に事業が関与していないことを確保して下さい。
多国籍企業のためのOECDガイドラインに沿ってリスクベー
スのデューデリジェンスを実施して下さい。

　

基本原則3：情報の開示

負のESGリスク要因を含むセクター特有のサステナビリ
ティー課題について、常に特定し評価し、開示して下さい。
環境・社会問題への対応策についての、独立した監視とすべ
てのステークホールダーとの有意義な対話を可能にするのに
十分となるように、会社と顧客の情報を開示して下さい。4

企業への提言：森林リスク産品部門における、
エンゲイジメントとESG成果の強化

 

PHOTO: PAUL HILTON
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その企業の報告書には、影響を受けるすべてのステー
クホルダー、特に地域のコミュニティをどのように関
与させ、また尊重しているかが十分に記述されている
か？

その企業の報告書には、企業が社会および環境に関
する問題も含めたサステナビリティーに関するあらゆ
る問題のすべてに、どのように対処しているかが十分
に記載されているか？

その企業の報告書では、重大な非財務情報のすべて
が正確、明確かつ有用な形で開示されているか？

その企業の事業活動またはより広範なバリュー
チェーンには、本コードに関する当該企業の報告書
を通しては特定や報告されていないサステナビリ
ティーやステークホルダーに関する既知の悪影響が
あるか？

1.

2.

3.

4.

　本評価の対象となった10社は、熱帯林破壊や関連する社会
的影響を引き起こす事業と直接関係し、相互連関した企業という
RANの知見に基づいて選定されました。日本の大企業と最も関
係ある熱帯林リスク産品は、紙パルプ、木材、パーム油です。企
業が熱帯林リスクを伴う事業活動との直接的な関係を見つけ、
以下の基準の1つ以上に該当すれば本調査の対象としました。

熱帯林リスク産品の生産または売買に直接関与。
熱帯林リスク産品の供給に直接依存。
熱帯林リスク産品の生産、売買または加工を行っている顧客
と直接的な金融上の関係（融資、株式引受け、株式保有の関
係）。

　今回調査の対象となった10社は、アスクル株式会社（アスク
ル）、不二製油ホールディングス（不二製油）、伊藤忠商事株式
会社（伊藤忠商事）、丸紅株式会社（丸紅）、三菱UFJフィナン
シャル・グループ（MUFG）、みずほフィナンシャルグループ（み
ずほ）、王子ホールディングス株式会社（王子）、住友林業株式
会社（住友林業）、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）、
三井住友トラスト ・ ホールディングス(SMTH)の10社です。

　私たちは、各企業のコーポレートガバナンス・コードの報告
書を熱帯林リスク産品との関連性があるコード内の重要なサス
テナビリティーとステークホルダーの規定（基本原則2、基本
原則2.3、基本原則3）に照らして評価しました。一般的には、
企業レポートは、東証が定めたコーポレートガバナンス報告書
を作成するためのガイドラインの枠組みに従っています5。これ
らのガイドラインの下では、企業はコードの原則を実施していな
い場合には説明するように、そうでなければコードの選択され
た原則をどのように遵守したかを報告するように指示されてい
ます。当該ガイドラインは、コードの第２章のステークホルダー
やサステナビリティーに関連した原則に、または基本原則3の
下で非財務情報を開示するための要件を、どのように実施して
いるかの説明を、企業に対して求めていません。しかし、ガイド
ラインは、企業がどのようにステークホルダーの立場を尊重して
いるかを説明することを企業に奨励しており、企業がサステナビ
リティーに対処し、ステークホルダーと協力する努力を説明して
いるのは、この部分です。

　10社の各報告書の評価概要を次章に示しました。企業が、
年次報告書やCSR報告書等を参照している場合、これらのレ
ポートの内容は、コーポレートガバナンス・コード報告書の一
部であると見なしました。いくつかのケースでは、私たちの評
価作業によって、企業が熱帯林リスク産品との関連性のある取
組みを参照しないままとなっていることが判明しました。その場
合にはその情報を評価に追加し、そのことを追記しました。

　パーム油、木材および紙パルプセクターのケーススタディは、
サプライチェーンおよび金融上の取引関係において典型的な
ESGリスクがわかるように強調して示しました。

評価手法

私たちの評価では、次の点に注目しました。
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基本原則 2: 
株主以外のステークホル
ダーとの適切な協力

基本原則 2を“実施”と自己申告

ステークホルダーの尊重を記述した
規定:
倫理・行動規範 7

原則 2.3:
社会・環境問題をはじめ
とするサステナビリ
ティーを巡る課題

基本原則 2.3を “実施”と自己申告

サステナビリティーへ取組む手段:
取組みは、会社のウェブサイト上
で開示しており、再生可能エネル
ギーの生産、エネルギー効率とリ
サイクルの推進、非営利活動への
貢献を含む
環境方針 9

中長期環境目標の確立 10

アスクル紙製品に関する調達方針11

ISO14001 に基づく環境リスク
管理－コンプライアンス管理シス
テムとPDCAサイクル 

高リスクのサプライチェーン
インドネシアにおけるアジア・パルプ・アンド・ペーパー社(APP)との
紙パルプの取引

直面するESGリスク
先住民族及び地域社会との土地をめぐる紛争
違法操業
CO2排出量増加を引き起こす、森林皆伐と泥炭地の土地転換に至る森
林火災
高い保護価値（HCV）および高炭素蓄積（HCS）林の破壊

(紙パルプのケーススタディ参照)

欠如している点:8

調達方針での合法または持続可能な紙製品、または人権侵害に関係
のない製品を調達するための最低限の要件
合法性やサステナビリティーを検証する適切なデューデリジェンス措置
地域社会の紛争解決に対処するための正式な手続き
ESGリスク対処に失敗したサプライヤーとの取引停止の明確な分岐点

基本原則 3: 
適切な情報公開と透明性

基本原則 3を“実施”と自己申告

開示に関する方針及び施策:
アスクル開示方針 12

インドネシアの紙パルプの調達に
関するNGOの批判に基づくアス
クル環境方針の遵守の評価の開
示 13

欠如している点:
アスクルが取引する紙パルプの数量、トレーサビリティ、サステナビリ
ティーの基準に関する透明性
サプライチェーンの森林リスク産品のESGリスクの開示

各企業の報告書の評価

コーポレートガバナンス・コード報告の記述 6

アスクル　株式上場コード：2678　時価総額：2,280億円

森林リスク産品： 森林リスクビジネス：
物品の購入・販売

(プライベートブランドを含む)

影響を受ける森林地域と
コミュニティ：
インドネシア

企業のコード報告における重大な乖離に係るRANの評価
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基本原則 2: 
株主以外のステークホル
ダーとの適切な協力

基本原則2を“実施”と自己申告

ステークホルダーの尊重を記述した
規定:
不二製油グループ憲法 15

CSR 活動方針 16

原則 2.3: 
社会・環境問題をはじめ
とするサステナビリ
ティーを巡る課題

原則2.3を “実施”と自己申告

サステナビリティーへ取組む手段:
環境基本方針
省エネ、水の使用・排出量の削減、
廃棄物削減、資源リサイクルに関
する環境目標 18

国内全生産拠点のISO14001認
証取得
ESG 委員会の設置 19

生産方法、労働環境、人権、環境
への優しさに注目しトレーサビリ
ティシステム確立による原材料の
持続可能な購入(パーム油、カカ
オ、大豆、およびシアバター )
2017年度の目標は、責任あるパー
ム油の調達方針の開発が含まれて
いる20

持続可能なパーム油のための円卓
会議(RSPO)、世界シェアバター
連合、国連グローバル・コンパクト
に参加

高リスクのサプライチェーン:
マレーシアとインドネシアの生産者、IOI社とKLK社とのパーム油取引き

直面するESGリスク:
違法なHCV森林の皆伐と泥炭地の土地転換
森林に依存するコミュニティとの土地をめぐる紛争と、先住民族の権
利の構造的な侵害
児童労働、強制労働などの人権、労働権の侵害

(パーム油ケーススタディ参照)

2016 年3月に策定された不二製油の「責任あるパーム油調達方針」17

を実施するための重要な実施手順は、未だ検討中。それらは、以下を確
保すべき。
実施手順の策定についての社会的・環境的ステークホルダーグループ
との協議
十分な透明で定期的な開示の仕組み
特定のパーム油製品と地域についての期限付きの実施計画と達成目標
サプライヤーの活動により影響を受けるステークホルダーのための明
確な紛争解決メカニズムと手続
信頼できる独立した監視と検証のメカニズム
適切な人員配置と資源配分
全てのサプライヤーへの明確な実施基準を設定した不適合時の明確
な実施手順

基本原則 3: 
適切な情報公開と透明性

基本原則 3を“実施”と自己申告

開示に関する方針及び施策:
開示方針 21

サステナビリティーレポートにおけ
るCSRの取組みについての報告

欠如している点:
パーム油供給の原産国や数量についての透明性
パーム油サプライチェーンのESGリスクの開示

コーポレートガバナンス・コード報告の記述 14

不二製油グループ　株式上場コード：2607　時価総額：1,744億円

森林リスク産品： 森林リスクビジネス：
売買取引

影響を受ける森林地域と
コミュニティ：

インドネシア、マレーシア、パプアニューギニア

企業のコード報告における重大な乖離に係るRANの評価
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丸紅の子会社が操業している南スマトラの管理区域内での
HCV林の土地転換と森林火災。29

住友林業がカリマンタンで行っているプランテーション投資
は、そのほとんどが泥炭地に対するもので、当該企業の開発
事業権を付与された管理地の82%に及び、非持続可能な森
林劣化や高い年間のCO2排出量を引き起こす。プランテー
ション事業は、高炭素蓄積の天然林のかなりの面積を木材
チップにするために開墾していることが文書で報告されてい
る。30

洪水と村人が移住を余儀なくされた原因は、王子の関連会
社であるコリンティガ・フタニ社(PT Korintiga Hutani)が、
カリマンタンにおけるユーカリ植林のために土地を開墾した
ためである。31

APP とその親会社であるシナルマス・グループ（Sinar Mas 
Group）には、森林伐採、絶滅危惧種の生息地の破壊、炭
素の豊富な泥炭地の開発を行ってきた長い歴史がある。
APPグループの開発事業権を付与された管理地が、2015
年のインドネシアでの森林火災の主要な発生場所だった。32

スマトラに存在する丸紅のパルプ材植林地では、慣習的土地
保有権 33、強制立退き、人権侵害についての社会的紛争の歴
史が今も続いている。34

住友林業は、プランテーション事業を開始する前に、適切な
社会・環境影響評価や先住民族との自由意志による、事前の、
十分な情報に基づく同意(FPIC)の手続きを行わなかった。35

王子ホールディングスの関連会社であるコリンティガ・フタ
ニ社によるプランテーション開発は、地元の農家コミュニティ
との紛争に発展した。  36

APPグループには、社会紛争や慣習地からのコミュニティの
立退きといった長い歴史がある。37

スマトラ島のパルプ材植林地に与えられた丸紅の森林管理協
議会 (FSC)の管理木材認証は、保護価値の高い(HCV)森林
の1割を植林地に転換したために、現在凍結されている。38

カリマンタンにおける王子の植林地への投資事業 39は、火災
を引き起こしたとして政府による制裁を受け、2015年12月
に事業ライセンスの3カ月間停止となった。40

王子ラオ・プランテーション・フォレスト社( Oji Lao 
Plantation Forest Ltd. ＝LPFL) は、複数のFSC原則を
遵守していなかったことから、FSC認証は、2015年6月29
日に停止となった。41

APP社とAPRIL社はそれぞれ2007年と2013年以来、
FSCと関係が絶たれている。
APP社とAPRILグループのサプライヤーは、2015年の森林
火災により、制裁措置を受けた。42

　2015年のインドネシアの火災シーズンは、過去１０年間で
最大規模の世界的な環境災害の１つに挙げられています。この
火災では200万ヘクタール以上の土地と森林が燃えました。発
生した濃い煙霧はインドネシア全土を超え、シンガポール、マ
レーシア、タイにまで達しました。22　その多くが意図的に起こさ
れる最悪とも言える火災は、インドネシアにおいて紙パルプおよ
びパーム油産業の「開発」の的となってきた、排水された炭素
の豊富な泥炭地地域で発生しました。23　この火災で排出された
大量のCO2は、わずか数カ月で、日本の年間温室効果ガス排
出量を超えました。24　インドネシア経済が被った直接経済的コ
ストは160億ドルを超えており、紙パルプセクターとパーム油セ
クターを合わせた輸出額である120億円を相殺するどころか、
それ以上に達しています。25 26

　火災の煙霧は日本まで達することはなかったかもしれません
が、インドネシアの熱帯林破壊と関連のある木材チップ、紙パル
プ製品は、アスクル、伊藤忠商事、丸紅、王子ホールディング
スを含む日本の大手販売業者および生産者を経由して、定期的
に日本へ輸入されています。
　　

　丸紅、住友林業、王子は、総面積で50万ヘクタール（日本
の東京都の 2 倍以上の面積）にわたるインドネシアの産業植
林事業と直接投資で結びついています。伊藤忠商事と丸紅は、
インドネシアの 2 大パルプ・製紙会社であるAsia Pulp and 
Paper （APP社）27  および Asia Pacific Resources 
International Holdings Limited (APRIL社) が製造した製
品の販売に関わっており、インドネシアの熱帯林の 300 万ヘク
タール以上をパルプにした責任があると推定されています。28　

アスクルは、日本におけるコピー用紙の最大手の販売業者で、
その主要ブランドはAPP社から供給されています。みずほフィ
ナンシャル グループ、MUFG、SMFG および SMTH は、イン
ドネシア国内の林業、紙パルプ産業を投資先や供給元としてい
る日本企業に金融サービスを提供しています。これらの企業お
よび金融機関は、このようにインドネシア国内において高リスク
な紙パルプのサプライチェーンと直接的な繋がりがあることか
ら、次のようなESGリスクにさらされています。

ケーススタディ：紙パルプ

環境面のリスク

社会面のリスク

ガバナンス
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基本原則 2: 
株主以外のステークホル
ダーとの適切な協力

基本原則 2を“実施”と自己申告

ステークホルダーの尊重を記述した
規定: 
伊藤忠グループ企業理念＆企業
行動基準 44

伊藤忠グループ「環境方針」45

社会貢献活動基本方針 46

CSR推進基本方針 47

伊藤忠商事サプライチェーン
CSR行動指針 48

原則 2.3: 
社会・環境問題をはじめ
とするサステナビリ
ティーを巡る課題

原則 2.3を “実施”と自己申告

サステナビリティーへ取組む手段:
熱帯林の復元・保全活動の支援
CSR推進基本方針に基づく各組
織や地域ブロックでの行動計画の
策定と、PDCA サイクルに沿った
実施 49

国連グローバル・コンパクト、持続
可能なパーム油のための円卓会議
(RSPO)への参加
外部の専門家を含むCSRアドバイ
ザリー・ボードの設立

追加情報:
木材製品、製紙用原料及び紙製品
の調達方針 50

高リスクのサプライチェーン:
マレーシア・サラワク州の伐採企業と木材取引
インドネシアでのAPRIL社とAPP社との紙パルプ取引
インドネシアとマレーシアのサプライヤーとのパーム油の売買取引

直面するESGリスク:
先住民族や地域社会の慣習上の権利の侵害
ILO条約に違反する児童労働を含む基本的人権の侵害
HCV林及びHCS林の破壊
違法伐採、森林皆伐、泥炭地の土地転換
大気・水の汚染、気候変動
汚職

欠如している点:
合法性とサステナビリティー基準の遵守を検証する適切なデューデリ
ジェンス措置
調達規格に適合していない場合の対処の明確な手順
明確なサステナビリティー指標、または森林リスク産品の仕入先の基準
地域社会の紛争解決メカニズムの正式な手続き、または取引先の紛争
解決の要件

(木材、パーム油、紙パルプのケーススタディを参照)

基本原則 3: 
適切な情報公開と透明性

基本原則 3を“実施”と自己申告

開示に関する方針及び施策:
年次報告書CSR報告書、および
ウェブサイトにおけるCSR活動の
報告 51

GRI G4のガイドラインに従った
報告 52

IR 基本方針 53

CDPへの参加

欠如している点:
サプライチェーンの森林リスク産品のESGリスクの開示
伊藤忠及びその関連会社により取引または生産される森林リスク産品
の原産国、数量、トレーサビリティ、サステナビリティーの基準につい
ての透明性 54

コーポレートガバナンス・コード報告の記述 43

伊藤忠商事　株式上場コード：8001　時価総額：2兆2,760億円

森林リスク産品： 森林リスクビジネス：
貿易売買取引

影響を受ける森林地域と
コミュニティ：

インドネシア、マレーシア、 パプアニューギニア

企業のコード報告における重大な乖離に係るRANの評価
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基本原則 2: 
株主以外のステークホル
ダーとの適切な協力

基本原則2を“実施”と自己申告

ステークホルダーの尊重を記述した
規定:
ステークホルダーとの対話を通じた
CSR活動における重要課題の確認56

海外においては、その文化や慣習
を尊重し、現地の発展に貢献する
経営を強化します。

追加情報：
コンプライアンス・マニュアル57

原則 2.3: 
社会・環境問題をはじめ
とするサステナビリ
ティーを巡る課題

基本原則2.3を “実施”と自己申告

サステナビリティーへ取組む手段:
サプライチェーンCSR基本方針、
及びサプライヤーの立入検査を含
む労働基準の不遵守に対応する手
段と手順 58

環境負荷の低減及び環境関連ビジネ
スの推進
ISO14001及び進行中の改善を
確認するためのPDCA
(plan-do-check-act)サイクルに
基づく環境マネジメントシステム
（EMS）の利用
ISO14001認証が無く、重大な環
境影響を及ぼす比較的リスクが高
い活動をしているグループ会社で
の立入検査 59

国連グローバル・コンパクトへの参加

高リスクのサプライチェーン:
サラワク州、マレーシアの伐採企業と木材貿易
パルプ生産とインドネシアの生産者との取引
APRIL社とAPP社との紙パルプ取引

直面するESGリスク:
違法伐採
HCV林及びHCS林地域の破壊
操業許可エリア内での高頻度の火災発生
強制立ち退きを含めた慣習的土地保有権に係る恒常的な社会的紛争
人権侵害
森林管理協議会(FSC)認証の一時停止

 (木材、紙パルプのケーススタディを参照) 

欠如している点:
セクター別の森林産品調達方針
森林リスク産品のサプライヤーのための明確なサステナビリティーの
指標や基準
木材または紙パルプ供給の合法性を検証する適切なデューデリジェン
ス手続
サプライチェーンが調達規格に適合していない場合の対処の明確な手
順、またはその基準を満たしていない森林リスク産品サプライヤーと
の取引停止の分岐点
地域社会の紛争解決メカニズムの正式な手続き、または取引先の紛
争解決の要件

基本原則 3: 
適切な情報公開と透明性

基本原則3を“実施”と自己申告

開示に関する方針及び施策
IR情報開示方針 60

丸紅行動憲章 61

コンプライアンス・マニュアル62

社内作業のためのESGデータを
含め、年次報告書でのCSR活動
に関する報告

欠如している点:
サプライチェーンの森林リスク産品のESGリスクの開示
取引きまたは製造する森林リスク産品の原産国、数量、トレーサビリ
ティ、サステナビリティーの基準に関する透明性

コーポレートガバナンス・コード報告の記述 55

丸紅　株式上場コード：8002　時価総額：8,890億円

森林リスク産品： 森林リスクビジネス：
売買取引、生産

影響を受ける森林地域と
コミュニティ：

インドネシア、 マレーシア

企業のコード報告における重大な乖離に係るRANの評価
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基本原則 2: 
株主以外のステークホル
ダーとの適切な協力

基本原則2を“実施”と自己申告

ステークホルダーの尊重を記述した
規定:
経営ビジョン64

行動規範 65

原則 2.3: 
社会・環境問題をはじめ
とするサステナビリ
ティーを巡る課題

原則2.3を “実施”と自己申告

サステナビリティーへ取組む手段:
ECSR委員会およびCSR推進ユ
ニットの設置

追加情報：
CSR 重要性方針 67

環境ビジネスの推進 68

国連グローバル・コンパクト、赤道
原則、 UN 責任ある投資原則
(PRI)への参加

高リスクな金融取引関係:
ジャーディン・マセソン社（アストラ・アグロ・レスタリ）、IOI社、伊藤
忠等のパーム油部門の生産者や商社
丸紅と伊藤忠を含めたインドネシアの紙パルプ生産者や商社
伊藤忠と丸紅など、サラワク木材の商社

(木材、パーム油、紙パルプのケーススタディを参照)

欠如している点:
自社の関係している熱帯林リスク産品に関する公表されたセクター別
のESG投融資方針
リスク管理の一環としてのサステナビリティーへの対応方針 66

企業のリスク管理体制、他の役員会レベルのアカウンタビリティの仕
組みへの、サステナビリティーとステークホルダーの問題の統合

基本原則 3: 
適切な情報公開と透明性

基本原則3を“実施”と自己申告

開示に関する方針及び施策:
IR活動の基本方針 69

ディスクロージャー誌とウェブサイト
70  

CDPへの参加

欠如している点:
IR活動の基本方針におけるESGリスクを含む非財務情報開示の明確
な要件
金融に関連するESGリスクの開示

コーポレートガバナンス・コード報告の記述 63

三菱UFJフィナンシャル・グループ (MUFG)　株式上場コード：8306　時価総額：7兆1,430億円

森林リスク産品： 森林リスクビジネス：
金融: 融資 及び引受業務

影響を受ける森林地域と
コミュニティ：

インドネシア、マレーシア

企業のコード報告における重大な乖離に係るRANの評価

“
「市場に出回っている木材の20%以上、

そして主要な生産者である熱帯林での林業活動全体の実に50 ～ 90% が、
違法伐採とされています。日本は世界屈指の熱帯木材の輸入国」
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東南アジアは、世界でも最高レベルの速度で熱帯原
生林が消滅しており、それが重大な生物多様性の損
失とCO2排出をもたらしている。  
日本へ向けた熱帯合板の最大のサプライヤーの1つで
あるシンヤンは、ボルネオの中心部にある越境保全地
域で1日あたりサッカー場42面に相当する森林を皆伐
していることが最近明らかとなった。75

タ・アンは、スンダランド周辺の生物多様性ホットス
ポットにおいて、10万ヘクタール以上の熱帯林を破壊
し、絶滅危惧種の重要な生息地の劣化を招いていた
ことが明らかとなった。76

サムリン、シンヤン およびタ・アン は現在、土地に対
する慣習的権利に違反したとして、先住民族コミュニ
ティからの提訴に直面している。77

先住民族および現地コミュニティとの対立や彼らが移
住を強いられることにより、伝統的な生活の喪失、貧
困の深刻化、食料不安や社会の崩壊がもたらされて
いる。

違法伐採の高いリスクがある。国連薬物犯罪事務所
は、サラワク州で生産された木材の約50%は違法伐
採によるものだと推定している。78

ノルウェー政府年金基金が調査を行ったサムリンの6カ
所の管理区域で組織的に行った違法伐採を確認した。 
伐採およびプランテーション開発ライセンスの割り当
てにおける汚職の発生率が高い。79

　木材伐採は、特に、違法伐採のリスクが高い熱帯地方で、森
林破壊の主な原因となっています。国際刑事警察機構
（INTERPOL）によると、市場に出回っている木材の20%以上、
そして主要な生産者である熱帯林での林業活動全体の実に50
～ 90%が、違法伐採とされています。71

　日本は世界屈指の熱帯木材の輸入国であり、その多くが合板
の形で輸入されています。そして、日本の市場に出回っている輸
入合板の半数を提供しているマレーシアのサラワク州ほど、違
法伐採のリスクが高い場所は他にありません。伊藤忠商事、住
友林業、丸紅は日本の熱帯木材の最大の購入企業群に入って
おり、この３社は全て、サラワク州でも最も悪名高い伐採会社
のシンヤン（Shing Yang）、サムリン（Samling）、タ・アン
（Ta Ann）、WTKなどから買い付けを行っています。これら伐
採企業は違法かつ非持続可能な伐採に関わっていると報告され
ています。72　これらのリスクを認識し、ノルウェー年金基金
（Norweigian Pension Fund）は、サラワク州における全ての
大手上場伐採企業（すなわちサムリン、タ・アン、WTK）から
資本撤退し73、香港上海銀行(HSBC)も2014年にサラワク州
での商業銀行業務を終了しました。74

 　この高リスクなサプライチェーンに関わっている会社の商社
や資金出資者として、伊藤忠商事、住友林業、丸紅、みずほ、
MUFG グループ、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友
トラスト・ホールディングス は、次のESGリスクにさらされてい
ます。

ケーススタディ：木材

 

PHOTO: GLOBAL WITNESS

環境面のリスク

社会面のリスク

ガバナンス
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基本原則 2: 
株主以外のステークホル
ダーとの適切な協力

基本原則2を“実施”と自己申告

ステークホルダーの尊重を記述した
規定:
みずほの企業理念 81

CSR活動への関与に関する基本
方針

原則 2.3: 
社会・環境問題をはじめ
とするサステナビリ
ティーを巡る課題

基本原則2.3を “実施”と自己申告

サステナビリティーへ取組む手段:
グループCSRイニシアチブの方針
に基づく、中長期的なCSR活動の
実施 83

グループ内事業活動とグループが
提供する金融商品・サービスによ
る環境への影響を減らす努力
グループ全体でCSRを推進するた
めのCSR委員会の設立 84

国連グローバル・コンパクト、赤道
原則、 UN PRI、への参加 85

高リスクの金融取引関係:
ジャーディン・マセソン社（アストラ・アグロレスタリ）、サリム・グルー
プ（Indofood）、伊藤忠など、パーム油部門の生産者と商社
丸紅、伊藤忠、および王子等のインドネシアの紙パルプ生産者と商社
伊藤忠、丸紅と住友林業などの木材生産者と商社

(木材、パーム油、紙パルプのケーススタディを参照)

欠如している点:
自社の関係している熱帯林リスク産品に関する公表されたセクター別
のESG投融資方針
森林リスク産品に関わる企業の資金調達から生じる環境への影響を
低減させる努力82

リスク管理方針における非財務ESGリスクへの明確な言及
企業のリスク管理体制、他の役員会レベルのアカウンタビリティの仕
組みへの、サステナビリティーとステークホルダーの問題の統合

基本原則 3: 
適切な情報公開と透明性

基本原則3を“実施”と自己申告

開示に関する方針及び施策:
開示方針 86

ESG情報を含む、年次「統合報
告書」87

CDPへの参加

欠如している点:
開示方針においてESGリスクなどの非財務情報開示を明確に要請す
ること88

金融に関連するESGリスクの開示 

コーポレートガバナンス・コード報告の記述 80

みずほフィナンシャルグループ　株式上場コード：8411　時価総額：4兆1,100億円

森林リスク産品： 森林リスクビジネス：
金融: 融資、引受業務、株式保有

影響を受ける森林地域と
コミュニティ：

インドネシア、 マレーシア

企業のコード報告における重大な乖離に係るRANの評価
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基本原則 2: 
株主以外のステークホル
ダーとの適切な協力

基本原則2を“実施”と自己申告

ステークホルダーの尊重を記述した
規定:
王子グループ企業行動規範人権
の尊重 90

CSR活動は、ステークホルダーとの
関係を構築することを目指す91

原則 2.3: 
社会・環境問題をはじめ
とするサステナビリ
ティーを巡る課題

原則2.3を “実施”と自己申告

サステナビリティーへ取組む手段:
王子グループ企業行動規範 人権
の尊重 92

王子グループ環境憲章 の行動指
針 93

環境行動計画2020：排出削減、
持続可能な森林管理/紙リサイク
ルと責任ある原材料調達のための
目標が含まれる94

パートナーシップ調達方針 95

木材原料の調達指針 96

追加情報：
環境や人権を考慮るリスク管理体
制 97

高リスクのサプライチェーン:
インドネシアのコリンドグループとのパルプ材生産
王子ラオス植林会社

直面するESGリスク:
インドネシアでの違法な火の使用によりパルプ材生産操業の一時停止
地域社会と先住民族の慣習的土地保有権に対しての、適切な認識と
尊重の体系的失敗
ラオスにおけるFSC認証の停止

(紙パルプのケーススタディを参照)

欠如している点:
サプライチェーンが調達規格に準拠していない場合の対処の明確な手
順、またはその基準を満たしていない森林リスク商品サプライヤーと
の取引停止の分岐点
地域社会の紛争解決メカニズムの正式な手続き、または取引先の紛
争解決の要件

基本原則 3: 
適切な情報公開と透明性

基本原則3を“実施”と自己申告

開示に関する方針及び施策:
年次報告書とウェブサイトで開示
されている森林認証エリアの情報
等のCSR活動 98

木材調達ガイドラインの実施状況
の開示 99

欠如している点：
サプライチェーンの森林リスク産品のESGリスクの開示

コーポレートガバナンス・コード報告の記述 89

王子ホールディングス　株式上場コード：3861　時価総額：4,470億円

森林リスク産品： 森林リスクビジネス：
生産

影響を受ける森林地域と
コミュニティ：

インドネシア、ラオス

企業のコード報告における重大な乖離に係るRANの評価
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基本原則 2: 
株主以外のステークホル
ダーとの適切な協力

基本原則2を“実施”と自己申告

ステークホルダーの尊重を記述した
規定:
「私たちが大切にしたいこと」101

事業活動実施における、すべての
ステークホルダーとの積極的なコ
ミュニケーション

住友林業は、同社の経営にステーク
ホルダーの意見を取り込んでいる。

原則 2.3: 
社会・環境問題をはじめ
とするサステナビリ
ティーを巡る課題

基本原則2.3を “実施”と自己申告

サステナビリティーへ取組む手段:
環境方針 102

各組織でのPDCAサイクルを通じ
た環境活動の強化
標準的ベンチマーク基準を含む住
友林業グループ調達方針 103

CSR 重要課題として「サステナビ
リティーと生物多様性を考慮した
木材・材料の調達の継続」があり、
グループの中期CSR経営計画にこ
の問題を統合 104

高リスクのサプライチェーン:
サラワク州、マレーシアの伐採企業と木材売買取引
インドネシアでのパルプ材生産

直面するESGリスク:
違法伐採
HCV林およびHCS林の破壊
適切な社会的・環境的影響評価や先住民族の土地でのFPICが行わ
れず、泥炭地を含む土地でのパルプ材プランテーション開発の進行
先住民族や地域社会の慣習上の権利の侵害

(木材、紙パルプのケーススタディを参照)

欠如している点:
木材供給の合法性を検証する適切なデューデリジェンス手続 
基準を満たしていない森林リスク産品サプライヤーとの取引停止の分
岐点
地域社会の紛争解決メカニズムの正式な手続、または取引先の紛争
解決の要件

基本原則 3: 
適切な情報公開と透明性

基本原則3を“実施”と自己申告

開示に関する方針及び施策:
「私たちが大切にしたいこと」105

木材とパルプのサプライチェーン
のESGリスクへの対処を含めた、
年次CSRレポートでのCSR活動
の報告 106

追加情報：
CDPへの参加と報告書の開示

欠如している点:
木材供給の原産国、数量、に関する透明性
サプライチェーンの森林リスク産品のESGリスクの着実な開示

コーポレートガバナンス・コード報告の記述 100

住友林業　株式上場コード：1911　時価総額：2,630億円

森林リスク産品： 森林リスクビジネス：
売買取引と生産

影響を受ける森林地域と
コミュニティ：

インドネシア、 マレーシア

企業のコード報告における重大な乖離に係るRANの評価
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2009年以降AALがカリマンタンの泥炭地で行っている排
水・植栽活動により、推定200万トンのCO2が排出され
た。AALはまた、カリマンタンにある自社の操業許可地で
火を使用し、中央スラウェシの原生林を伐採した。108

インドフードの子会社のロンサム社(PT Lonsum)による
東カリマンタンでの皆伐。109

2015年後半、西カリマンタンのIOI 社の子会社であるブ
ミ・サウィット・セジャテラ社(PT Bumi Sawit 
Sejahtera :BSS)が所有する保護価値の高い（HCV）地
域で火災が発生していることが検知され、これにより泥炭
林および絶滅危惧種の生息地が破壊された。110

2013年と2014年には、カリマンタンにあるKLK社の農
園2カ所で活発な森林伐採が起きていたことがわかった。
111

RSPOに未加盟の世界最大のパーム油会社であるAAL
は、スマトラのオラン・リンバ（Orang Rimba）などのコミュ
ニティおよび先住民族の人 と々土地に関する紛争に関わって
いる。112

北および南スマトラにおけるインドフードの事業活動は、強
制立退き問題を含めコミュニティとの対立に至った。113

サラワク州のロング・テラン・カナン（Long Teran Kanan）
村の先住民族グループの慣習地は、FPICや救済策もなくIOI
社が管理するプランテーションによって奪われた。114

KLK社は、現地の地域社会から強い反対があるにも関わ
らず、パプアニューギニアの土地に対する権利主張をあき
らめようとしていない。115

インドフードの子会社は、非正規労働者に対して主要なプ
ランテーション作業をさせながら、公正な賃金、健康保険
や他の労働者の権利の付与を回避していることが知られて
いる。116

サラワクにあるIOI社のプランテーションは、強制労働の事
例を含む人権・労働の権利に違反していることが報告され
ている。117

2012年から2013年にかけて、インドネシアにあるKLK
社のプランテーションでは、児童労働や強制労働の実態が
明るみに出た。118

IOI 社については、森林破壊と泥炭地での排水、適切な許
可書なしでの操業、そして、西カリマンタンのブミ・サウィッ
ト・セジャテラ社 (PT Bumi Sawit Sejahtera’ s: BSS)、
スクセス・カルヤ・サウィット社 (PT Sukses Karya 
Sawit)、及びベルカット・ナバティ・サウィット社 (PT 
Berkat Nabati Sawit) の開発事業地において火災防止
に失敗していることが判明している。
IOI 社 の BSSは、制裁を受けているにもかかわらず、泥
炭地開発区域を違法に排水や開発を続けている。119

　パーム油の需要は過去 20 年間で急速に広がり、熱帯林そ
のものと、熱帯林に依存するコミュニティ、パーム油農園の労働
者を犠牲にしながら、今も拡大し続けています。日本の輸入量
は、2000年から2014年の間に2倍以上に増えました。107　日
本が輸入する商品の大部分は、世界最大のパーム油の生産国
であるインドネシアとマレーシアからです。これらの国では、
アストラ・アグロレスタリ（AAL、ジャーディン・マセソングルー
プ）、インドフード（サリム・グループ）、IOI社およびクアラ・ル
ンプール・ケポン(KLK)社などの世界で最も悪名高いパーム油
会社の多くが事業を行っています。 

　多くの日本企業が東南アジアのパーム油サプライチェーンに
直接関与しています。伊藤忠商事と不二製油 (その最大株主は
伊藤忠商事) は、販売や自社製品製造に使用する目的でインド
ネシアやマレーシアのパーム油を購入しています。日本の大手
金融機関であるみずほフィナンシャルグループ、MUFG、三井
住友フィナンシャルグループ、三井住友トラスト・ホールディン

ケーススタディ：パーム油

環境面のリスク

社会面のリスク
ガバナンス

グスは、パーム油会社とその親グループ会社に金融サービスを
提供しています。高リスク地域で事業を行っている会社の顧客
または資金出資者として、不二製油、伊藤忠商事、みずほ、
MUFG、三井住友ファイナンシャルグループ、三井住友トラスト・
ホールディングスは、次のESGリスクにさらされる危険が非常
に高くなっています。
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基本原則 2: 
株主以外のステークホル
ダーとの適切な協力

基本原則2を“実施”と自己申告

ステークホルダーの尊重を記述した
規定:
SMFGコーポレートガバナンス・
ガイドライン121

行動規範

SMBCは「ステークホルダーの立場
を尊重したCSR活動を行っている」

原則 2.3: 
社会・環境問題をはじめ
とするサステナビリ
ティーを巡る課題

原則2.3を “実施”と自己申告

サステナビリティーへ取組む手段:
「環境」、「次世代」、「コミュニティ」
を中長期優先CSR重要課題として
挙げ、これらに取り組む努力をして
いる。
環境リスクの管理：クレジット方針
で、環境リスクは信用評価に織り
込まれること、銀行は環境への悪
影響を及ぼす企業や業務へ融資し
ないことを規定 122

環境ビジネスの推進
ISO14001認定に基づく運用時の
環境への影響の低減
グループCSR委員会及びグループ
CSRオフィスの設置
国連グローバル・コンパクト、赤道
原則、 UN PRIへの参加

高リスクの金融取引関係:
ジャーディン・マセソン（アストラ・アグロレスタリ）、サリム・グループ
（インドフード）、不二製油、および伊藤忠等、パーム油部門の生産者
や商社
王子、伊藤忠、丸紅などインドネシアの紙パルプ生産者や商社
伊藤忠、丸紅と住友林業等の木材生産者や商社

(木材、パーム油、紙パルプのケーススタディを参照)

欠如している点:
自社の関係している熱帯林リスク産品に関する公表されたセクター別
のESG 投融資方針
リスク管理方針における非財務ESGリスクへの明確な言及
企業のリスク管理体制、他の役員会レベルのアカウンタビリティの仕
組みへの、サステナビリティーとステークホルダーの問題の統合

基本原則 3: 
適切な情報公開と透明性

基本原則3を“実施”と自己申告

開示に関する方針及び施策:
CSR活動の内容は、ホームペー
ジ、CSR報告書、および開示報
告書に開示 123

開示方針 
GRI G4ガイドラインに従った開
示 124

欠如している点:
開示方針においてESGリスクなどの非財務情報開示を明確に要請す
ること
ESGリスクの開示

コーポレートガバナンス・コード報告の記述 120

三井住友フィナンシャルグループ　株式上場コード：8316　時価総額：4兆7,110億円

森林リスク産品： 森林リスクビジネス：
金融: 融資、引受業務、株式保有

影響を受ける森林地域と
コミュニティ：

インドネシア、マレーシア

企業のコード報告における重大な乖離に係るRANの評価
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基本原則 2: 
株主以外のステークホル
ダーとの適切な協力

基本原則2を“実施”と自己申告

ステークホルダーの尊重を記述した
規定:
三井住友トラスト・グループの社
会的責任（サステナビリティー政
策に関する基本方針）126

人権方針 127

ステークホルダーとの対話は、優先
度の高いCSR課題として認識 128

原則 2.3: 
社会・環境問題をはじめ
とするサステナビリ
ティーを巡る課題

原則2.3を “実施”と自己申告

サステナビリティーへ取組む手段:
CSR方針
CSR推進事務局によるCSR活動
の推進
生物多様性の保全のための「環境
方針」「気候変動緩和のための行
動指針」、「行動指針」129

国連グローバル・コンパクト、赤道
原則への参加
リスク管理の一環としてのESGリス
ク配慮(2013年のESGリスク対応
プロジェクトチームの設置、等)130

４つの自社ビルについての
ISO14001認証取得
環境・社会的影響を、投融資にお
ける優先度の高いCSR課題として
配慮 131

高リスクの金融取引関係:
パーム油商社　伊藤忠
王子、伊藤忠、丸紅等インドネシアの紙パルプ生産者や商社
伊藤忠、丸紅と住友林業等の木材生産者や商社

(木材、パーム油、紙パルプのケーススタディを参照)

欠如している点:
自社の関係している熱帯林リスク産品に関する公表されたセクター別
のESG 投融資方針

基本原則 3: 
適切な情報公開と透明性

基本原則3を“実施”と自己申告

開示に関する方針及び施策:
CSRレポート、年次報告書、ウェ
ブサイトでの適切な企業情報の開
示 132

情報開示方針 133

サステナビリティー方針
CDPへの参加

欠如している点:
サプライチェーンの森林リスク産品のESGリスクの開示

コーポレートガバナンス・コード報告の記述 125

三井住友信託銀行　株式上場コード：8309　時価総額：1兆3,490億円

森林リスク産品： 森林リスクビジネス：
金融: 融資、引受業務、株式保有

影響を受ける森林地域と
コミュニティ：

インドネシア、マレーシア

企業のコード報告における重大な乖離に係るRANの評価
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　この評価で取り上げた企業のすべてが、本コードにあるサステ
ナビリティーとステークホルダーに関する原則を実施していると
主張しています。このレポートに示した所見によれば、こうした
主張には疑問が生じます。RANは、企業によるサステナビリ
ティーとステークホルダーに係る報告の現在の基準は、調査対
象の企業に関連する深刻な森林部門リスクの大きさに比較して、
一般に不十分と考えます。自社がさらされている深刻な一連の
ESG関連の森林セクターのリスクに対して、どの程度積極的に
取り組んでいるかを決定するための十分な情報を開示している
企業はありません。全ての事例において、企業は進行中の重大
な環境的・社会的紛争に関連していることが判明しました。企
業のサステナビリティーへの主張が信用できるというのであれ
ば、今でも、そうした紛争への解決が必要です。

　サステナビリティーおよびステークホルダー関連の課題に関す
る企業報告は、基準が改善されるまでは、以下の目的のために
金融庁により積極的に監視・検証されるべきと考えます。 

上場企業が自社の事業運営やビジネス関係に、ESG問題をい
かに組み込んでいくのかを大幅に改善するための理解と支援の
加速化 
問題の対処へ向けた積極的かつ能動的な実施対策の策定に向
けた、広範な理解とより体系的なアプローチの奨励
より包括的で、有意義で、正確な報告と開示の促進

　熱帯林リスク産品と関係のあるビジネス関係を持つすべての
会社が足並みをそろえて行動することは、これらかけがえのない
脅かされた生態系を保全し、同時に主要なステークホルダーグ
ループ、特に地域社会の権利を尊重し守っていくためには必要
不可欠です。これまでのところ、これらのステークホルダーグルー
プは、見逃されていたり、重要視されていないことがほとんどで
すが、実際はこの試みを成功に導く上でその協力、貢献、権限
移譲が欠かせない非常に重要なパートナーなのです。
 

結論

 

PHOTO: PAUL HILTON / RAN



22 SHAREHOLDERS  B EWARE  -株主の皆様、要注意。-   |   レインフォレスト・アクション・ネットワーク

1　UNEP FI (2015), Fiduciary Duty in the 21st Century, 
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/fiduciary_dut
y_21st_century.pdf
2　東京証券取引所 2016. How Listed Companies Have 
Addressed Japan’ s Corporate Governance Code (Status 
as of the end of December 2015), 
http://www.jpx.co.jp/english/news/1020/b5b4pj000000v
hs7-att/20160120-2.pdf
3　High Conservation Value (HCV) forests are those with 
biological, ecological, social or cultural values or 
attributes associated with natural or traditionally 
managed ecosystems, which are considered 
outstandingly significant or critically important at the 
national, regional or global level. High Carbon Stock 
(HCS) forests are those identified through the HCS 
Approach as forested areas to be prioritised for 
protection from conversion. See: 
http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2014/12
/HCS_TK_2015_SNG_AW1.pdf
4　In July 2015 RAN published a guide to assist Japan’ s 
financial institutions in meeting their obligations under 
Japan’ s Corporate Governance Code (the Code). The 
guide identifies specific ESG risks that financial 
institutions face in providing financial services to clients 
with links to tropical deforestation. See: RAN（2015）「金
融セクターと日本のコーポレート・ガバナンス・コード」
www.ran.org/japan_corporate_governance
5　コーポレート・ガバナンスに関する報告書 記載要領（2015 年 
10 月改訂版）  
www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/tvdivq0000008j85-att/tv
divq000000uvc4.pdf
6　アスクル株式会社「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」
www2.tse.or.jp/disc/26780/100920151208464545.html 
7　「ASKUL CODE OF CONDUCT （倫理・行動規範）」、
www.askul.co.jp/csr/management/compliance.html
8　次を参照：www.jatan.org/?p=2927、
www.jatan.org/?p=3124、www.jatan.org/?p=3229 、「『アス
クル紙製品に関する調達方針』の実施状況の調査報告」2014年7
月31日、
www.askul.co.jp/csr/special/pdf/140731_houkoku.pdf 
9　アスクル環境方針
www.askul.co.jp/csr/environment/policy.html
10　次を参照：www.askul.co.jp/csr/environment/goals.html
11　「アスクル紙製品に関する調達方針」
www.askul.co.jp/csr/special/paper.pdf
12　「ASKUL CODE OF CONDUCT （倫理・行動規範）」Ⅲ－(1) 
http://www.askul.co.jp/csr/management/compliance.html
13　アスクル「『アスクル紙製品に関する調達方針』の実施状況の調

査報告」前掲書2014年
14　不二製油グループ本社株式会社「コーポレート・ガバナンスに関
する報告書」、
www2.tse.or.jp/disc/26070/100920151016417265.html
15　不二製油グループ憲法、
www.fujioilholdings.com/constitution/index.html
16　不二製油グループCSR活動方針、
www.fujioilholdings.com/approach/csr.html. 「グローバルに
事業を展開する企業として、グループ内にとどまらず、サプライチェー
ンも含めた基本的人権に配慮し、国際的な人権規範を尊重します」
と述べている。
17　次を参照： www.fujioilholdings.com/news/160310.html
18　www.fujioilholdings.com/approach/environment.html
19　www.fujioilholdings.com/approach/c_governance.html
20　www.fujioilholdings.com/approach/sustainable.html. 不
二製油グループ「サステナビリティレポート2015」、21~24ページ
も参照、www.fujioilholdings.com/approach/pdf/2015.pdf
21　不二製油グループディスクロージャーポリシー、
www.fujioilholdings.com/ir/disclosure_policy.html
22　‘Indonesia on fire, cross-boundary public health 
hazards’ , Asia Pacific Report, 6 May 2016, 
http://asiapacificreport.nz/2016/05/06/indonesia-on-fire-
cross-boundary-public-health-hazards/
23　Greenpeace, 2015. Indonesia Under Fire: Indonesia’ s 
fire crisis is a test of corporate commitment to forest 
protection, see: 
www.greenpeace.org/international/Global/international/p
ublications/forests/2015/Under-Fire-Eng.pdf
‘Indonesia’ s forest-fire haze’ , The Economist, 6 
November 2015, 
www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/11/daily-c
hart-3
24　‘Indonesia’ s forest-fire haze’ , The Economist, 6 
November 2015, 
www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/11/daily-c
hart-3 
25　Indonesia’ s forest fires: what you need to know, World 
Economic Forum, 10 March 2016, 
www.weforum.org/agenda/2016/03/indonesias-forest-fir
es-what-you-need-to-know/
26　Joint letter calling on financial regulators and major 
banks to prevent repeat Southeast Asia haze crisis in 
2016, 
see:www.ran.org/joint_letter_calling_on_financial_regulator
s_and_major_banks_to_prevent_repeat_southeast_asia_ha
ze_crisis_in_2016
27　次を参照：Wetlands International, Koalisi Anti Mafia 
Hutan, Woods & Wayside International, Hutan Kita 

参考文献



SHAREHOLDERS  B EWARE  -株主の皆様、要注意。-   |   レインフォレスト・アクション・ネットワーク 23

Institute, WWF, WALHI, Eyes on the Forest, Auriga, Forest 
Peoples 
Program, Jikalahari, Elsam, Rainforest Action Network, 
2016. Will Asia Pulp and Paper Default on its ‘Zero 
Deforestation’ Commitment? 次を参照：
www.ran.org/will_asia_pulp_paper_default_on_its_zero_def
orestation_commitment
28　Greenpeace, 2015. Timeline of deforestation by APP 
and APRIL, 
http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/fsc/s
ave_paper/paper_toolbox/app_april/deforestation/
29　28,323 hectares of Marubeni controlled plantation, PT 
Musi Hutan Persada, burned in 2015. 次を参照：WALHI et 
al, December 2013, 78 % OF Burned Area Inside Forest 
Concessions In South Sumatra Is In Concessions Of 
Suppliers To Asia Pulp And Paper (APP), 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionn
etwork/pages/15173/attachments/original/1450207513/
S.Sumatra_fires_report_English.pdf?1450207513, PT 
Musi Hutan Persada FSC森林認証： 
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sSAnAA
M&type=certificate&return=certificate.php 
30　Greenomics, Sumitomo Forestry Group involved in 
pulping peat forests in Indonesian Borneo, January 2013, 
www.greenomics.org/docs/Report_201301_Greenomics_
Sumitomo%20Forestry's%20Operation.pdf; Peatland loss 
could emit 2,800 years’ worth of carbon in an 
evolutionary eyeblink: study, CIFOR Blog, 14 January 
2015, 
http://blog.cifor.org/26254/indonesia-peatland-forest-car
bon-emissions-model?fnl=en, and Greenpeace, 2015.
31__www.borneonews.co.id/berita/26752-banjir-landa-dela
pan-desa-di-aruta-diduga-akibat-land-clearing-pt-korintiga
32　Eyes on the Forest, 2011. The Truth behind APP’ s 
Greenwash, Investigative Report, see: 
http://www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF (14Dec11) 
The truth behind APPs  greenwash HR.pdf; Greenpeace 
International, 2010. How Sinar Mas is Pulping the Planet, 
see: 
www.greenpeace.org/international/Global/international/p
ublications/forests/2010/Sinar-Mas-PulpingThe-Planet.pd
f; RAN & JATAN, 2010. Asia Pulp & Paper’ s Hidden 
Emissions: Calculating the Real Carbon Footprint of 
APP’ s Paper, see: 
http://ran.org/sites/default/files/app_hidden_emissions.p
df; Uryu et al., (2008), Deforestation, Forest Degradation, 
Biodiversity Loss and CO2 Emissions in Riau, Sumatra, 
Indonesia. Jakarta: WWF Indonesia, see: 
http://assets.worldwildlife.org/publications/750/files/origi
nal/WWF_Indo_(27Feb08)_Riau_ 

Deforestation_-_English.pdf?1426774206 and Uryu et al. 
(2010), Sumatra’ s Forests, their Wildlife and the Climate. 
Windows in Time: 1985, 1990, 2000 and 2009, Jakarta: 
WWF Indonesia, see: 
http://assets.wwf.or.id/downloads/wwf_indonesia__2010_
_sumatran_forests_wildlife_ 
climate_report_for_dkn___bappenas.pdf. Regarding forest 
fire, see: 
http://hutaninstitute.or.id/70-burned-area-inside-forest-cs
sions-in-south-sumatra-links-to-app/ and Eyes on the 
Forest (14 October 2015), 
www.eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20News%20%281
4Oct15%29%20NGOs%20call%20on%20APP%20RGE%2
0to%20start%20restoring%20peat_20151014191001.pdf
33　次を参照：
https://roysianipar.wordpress.com/new-the-real-batak-for
gotten-hero-better-greater-than-sisingamangaraja/; 
www.mongabay.co.id/2015/07/09/tengahi-konflik-lahan-p
t-mhp-dengan-masyarakat-tim-klhk-dan-walhi-sumsel-mala
h-dianiaya/; 
http://walhi-sumsel.blogspot.com/2016/03/pernyataan-si
kap-negara-kembali-di.html; 
www.cifor.org/lpf/docs/publications/reports/year3/lpf_01
_2006.pdf 
34　次を参照：
www.walhi.or.id/seruan-terbuka-menyikapi-kasus-penggus
uran-paksa-warga-desa-bumi-makmur-sumatera-selatan.ht
ml; 
www.walhi.or.id/rumah-dan-lahan-pertanian-petani-digusur
-pt-musi-hutan-persada-organisasi-masyarakat-sipil-kirima
n-surat-terbuka-kepada-presiden-ri.html
35　国際協力機構、2014年4月、「Preparatory Survey on 
West Kalimantan Province Reforestation and Forest 
Products Processing Project, Indonesia」 
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12152229.pdf 
36　次を参照：
http://pwrionline.com/daerah/wartawan-pwri-kunjungi-des
a-batu-ampar-lamandau/ 
37　レインフォレスト・アライアンス、2015年、「APP 社の森林保全
方針(2013)と追加公表声明の適合進捗状況の評価」、
www.rainforest-alliance.org/business/ 
sites/default/files/uploads/4/150205-Rainforest-Alliance-
APP-Evaluation-Report-en.pdf. 社会紛争に関連する部分を抜
粋して翻訳したものはこちら：
http://japan.ran.org/wp-content/uploads/2015/03/RA社
の評価レポートFeb2015.pdf
38　FSCコントロール・ウッド森林管理報告書、PT Musi Hutan 
Persada、 
http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00
P3300000eFP6UEAW



24 SHAREHOLDERS  B EWARE  -株主の皆様、要注意。-   |   レインフォレスト・アクション・ネットワーク

39　王子グループ、2014年度木材調達に関する報告書
www.ojiholdings.co.jp/content/files/english/sustainability/
partnership/procurement_report_2014.pdf
40　次を参照：
www.borneonews.co.id/berita/27271-pembekuan-izin-mel
umpuhkan-pt-korintiga-hutani; 
www.borneonews.co.id/berita/32179-karhutla-satu-perus
ahaan-dapat-sanksi-kementerian-lhk; Greenpeace 2015
41　次を参照： 
http://business-humanrights.org/en/laos-forest-stewards
hip-council-terminates-certification-of-japanese-funded-tr
ee-planting-project、
www.lpfl.la/index.php/en/2014-01-14-08-36-59/256-fsc 
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http://www.theborneopost.com/2013/10/11/only-comme
rcial-banking-affected-in-hsbcs-operation-review/
75　グローバル・ウィットネス（2015年12月）「マレーシアの熱帯林
破壊と日本：持続可能な2020年オリンピック東京大会へのリスク」、
www.globalwitness.org/en/reports/shinyang/
76　Council on Ethics, Norwegian Government Pension 
Fund Global, Recommendations on exclusion from the 
investment universe of the Government Pension Fund 
Global: Ta Ann Berhad Holdings, 
www.regjeringen.no/contentassets/f65ed42d67ee49d29
ee8d238ff53d61d/ta_ann_eng.pdf
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http://www2.tse.or.jp/disc/84110/140120151113446925
.pdf
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.html
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.html#cont03
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etwork/pages/14786/attachments/original/1442970152/
RAN_Loophole_The_Size_of_Indonesia.pdf?1442970152, 



26 SHAREHOLDERS  B EWARE  -株主の皆様、要注意。-   |   レインフォレスト・アクション・ネットワーク

and AidEnvironment (2015b), Palm oil sustainability 
assessment of Indofood Agri Resources. Report 
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112　AidEnvironment (2015a)
113　AidEnvironment (2015b)
114　Colchester, M, et al., (2015), 'Conflict or Consent?' 
Chapter 9: Sarawak: IOI-Pelita and the community of Long 
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127　三井住友トラスト・グループの人権方針、
http://smth.jp/csr/management/human_rights_policy/ind
ex.html 
128　三井住友トラスト・グループ、マテリアリティの特定と共通価値
創造に向けた取り組み、
http://smth.jp/csr/strategy/index.html
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レインフォレスト・アクション・ネットワーク

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-23-16第二得丸ビル３階
JAPAN.RAN.org

425 Bush Street, Suite 300 | San Francisco, CA 94108
RAN.org

Publication Date: June, 2016

PHOTO: MRFIZA/SHUTTERSTOCK


